
■下水道の供用開始区域
森戸、中土居、川北、玉津、横黒下、横黒西、船屋東北
船屋西南、元橋、新元橋町　各一部区域

春日町、岸陰、天皇、沢、明神木　各一部区域

中の段、楠、山道、東原、新出、奥の内　各一部区域

野田、西野口、山本、池の内、高砂町　各一部区域

若洲東の一部区域

下喜多川北、八丁、古川　各一部区域

禎瑞上、禎瑞中、禎瑞下　各一部区域

西田、西泉東、西泉中、楢木東、楢木西、坂元、野々市東
野々市西　各一部区域
大久保、上の川、上町、西町、西の原、竹内、末長、野部里
各一部区域

壬生川、大新田、円海寺、喜多台　各一部区域

国安、桑村　各一部区域

丹原、今井、池田、願連寺、久妙寺　各一部区域

三芳の一部区域
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下水道についての疑問を下記までお寄せください
市庁舎本館下水道工務課　下水道維持係　℡0897－52－1576
日本下水道事業団四国総合事務所　　　　℡089－927－7271
　　　　　　　　　　　　　 E-mail Nagatani@jswa.go.jp

　：下水を処理した水は使えるの？
　：四国の瀬戸内海に面した地域は基本的に雨が少なく、天候
によっては水不足を生じる傾向があります。そのような中、日
常生活に伴って発生する下水の処理水が、貴重な第２の水資源
として注目されています。
　全国の下水処理場から排出される下水処理水の水量は、年間
141億立方㍍で、東京ドーム約１万1,371杯分にも及びます。
そのうち年間約1.9億立方㍍（東京ドーム約153杯分）が再生
水として利用されています。再生水の利用を例に挙げると、四
国では、香川県多度津町において親水公園用水や農業用水、河
川維持用水に利用されているほか、同県高松市では公共施設の
トイレなどで雑用水として利用されています。全国では、新幹
線の車体洗浄水や消火・防火用水、工業用水、雪国での融雪用
水などで利用されています。（水量は平成16年度末に調査した数値です）
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